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令和８年度 第１回清須市教育委員会定例会 会議録 

開 催 年 月 日 令和８年４月１日（水）午前１１時開会 

開 催 場 所 清須市役所南館３階３０３大会議室 

出 席 委 員  教 育 長  天 埜 幸 治 

委員（教育長職務代理者）  後 藤 小百合 

委          員  髙 山 智 司 

委          員  太 田 光 則 

欠 席 委 員 委          員  上 田 恭 子 

本 定 例 会 に 

説 明 の た め 

出 席 し た 者 

の 職 ・ 氏 名 

教 育 部 長  大 沼 賀 敬 

教 育 部 参 事  安 井 博 之 

教育部次長兼学校教育課長  瀬 尾   光 

生 涯 学 習 課 長  柴 垣 哲 彦 

ス ポ ー ツ 課 長  川 村 順 二 

学校給食センター管理事務所長  齋 藤 隆 司 

学 校 教 育 課 主 幹  神 谷   貢 

学校教育課課長補佐兼係長  小 崎 充 代 

学 校 教 育 課 総 務 係 長  炭 竈 愛 子 

議 事 日 程 日程第１ 会議録署名委員の指名について 

日程第２ 令和７年度第１３回定例会会議録の承認について 

日程第３ 同意第10号 清須市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱、又は任命

について 

日程第４ 同意第11号 清須市立小中学校教務主任等の任命について 

日程第５ 同意第12号 清須市学校運営協議会委員の委嘱、又は任命について 

日程第６ 同意第13号 清須市学校給食センター学校給食献立委員会委員の選任

について 

日程第７ 同意第14号 清須市学校給食センター給食用物資選定委員会委員の選

任について 

日程第８ 議案第16号 清須市立図書館管理規則の一部を改正する規則案 

会 議 録 署 名 

委 員 の 氏 名 
教育長は、会議録署名委員に次の２人を指名した。 

髙 山 智 司 委 員    太 田 光 則 委 員 

 

議事の経過 

 

○ 開会 

天埜教育長 おはようございます。 

 只今の出席委員数は、４名です。 

過半数の出席がありますので、只今から、令和８年度第１回 清須市教育

委員会 定例会を開会します。 

 本日の議事日程は、お手元に配付しましたとおりです。ここで、あらか

じめ申し上げます。 

 委員並びに事務局職員の発言は、挙手により、教育長を通して、お願い

します。 

 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 
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天埜教育長 日程第１「会議録署名委員の指名」を行います。 

会議録署名委員には、髙山委員と太田委員を指名いたします。 

 

日程第２ 令和７年度第１３回定例会会議録の承認について 

 

天埜教育長 

 
 

 

 
学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天埜教育長 

 

 

 

後藤委員 

 

 

学校教育課長 

 

天埜教育長 

 

 

 

 

 

日程第２「令和７年度第１３回定例会会議録の承認」についてを議題とし

ます。 

 事務局より、説明をお願いします。 

（学校教育課長 挙手） 

学校教育課長。 

 

はい。学校教育課長の瀬尾です。 

それではお手元の第１３回教育委員会定例会会議録案をご覧ください。 

表紙をおめくりいただきまして、開催日時が令和８年３月２５日、水曜日、

午前９時３０分開会でございました。 

出席委員につきましては、天埜教育長ほか４名の方、全員ご出席いただき

ました。 

定例会に説明のため出席した者は、教育部長ほか１０名でありました。 

日程第１の会議録署名委員の指名をはじめ、日程第２の会議録の承認、日

程第３から日程第１０までの同意案件、日程第１１から日程第１８までの教

育委員会規則等の制定及び改正について、それぞれ議案をお認めいただき、

会議録としてまとめさせていただきました。１ページから１９ページとなり

ます。 

ご確認をお願いいたします。以上です。 

 

ありがとうございました。少しお時間を取りたいと思います。 

これより、質疑を行います。質疑はございますでしょうか。 

後藤委員。 

 

単なる間違いだと思うのですが、１ページの開催年月日のところが令和８

年だと思います。 

 

申し訳ございませんでした。令和８年に訂正いたします。 

 

ありがとうございました。 

これで、質疑を終わります。 

これより、採決をします。「第１３回定例会会議録の承認について」は、

原案のとおり承認することに、賛成の委員の挙手を求めます。 

［全員挙手］ 

挙手全員です。従って、「第１３回定例会会議録の承認について」は、原

案のとおり承認されました。 

この定例会閉会後、後藤委員と太田委員にご署名をお願いします。 

 

日程第３ 同意第１０号 清須市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱、又は任命 

について 
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天埜教育長 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天埜教育長 

 日程第３、同意第１０号「清須市いじめ問題対策連絡協議会 委員の委嘱、

又は任命について」を議題とします。 

事務局より、議案の説明をお願いします。 

（学校教育課長 挙手） 

 学校教育課長。 

 

はい。学校教育課長の瀬尾です。 

同意第１０号、清須市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱、又は任命に

ついて。 

清須市いじめ問題対策連絡協議会委員に別紙の者を委嘱、又は任命する。

令和８年４月１日提出。清須市教育委員会教育長、天埜幸治。 

提案理由です。この案を提出するのは、清須市いじめ問題対策連絡協議会

等条例第４条第２項の規定により、清須市いじめ問題対策連絡協議会委員を

委嘱、又は任命するために必要があるからです。 

一枚おめくりください。清須市いじめ問題対策連絡協議会委員の一覧とな

ります。学校代表者２名と、スクールカウンセラー２名、そして関係機関の

方々となっております。 

任期につきましては、令和８年４月１日から令和９年３月３１日まででご

ざいます。 

ご承認いただきますよう、よろしくお願いします。 

 

これより、質疑を行います。質疑はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これより、採決をします。同意第１０号「清須市いじめ問題対策連絡協議

会委員の委嘱、又は任命について」は、原案のとおり同意することに、賛成

の委員の挙手を求めます。 

［全員挙手］ 

従って、同意第１０号「清須市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱、又

は任命について」は、原案のとおり同意されました。 

 

日程第４ 同意第１１号 清須市立小中学校教務主任等の任命について 

 

天埜教育長 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 日程第４、同意第１１号「清須市立小中学校教務主任等の任命について」

を議題とします。 

事務局より、議案の説明をお願いします。 

（学校教育課長 挙手） 

 学校教育課長。 

 

はい、学校教育課長の瀬尾でございます。 

同意第１１号、清須市立小中学校教務主任等の任命について。 

清須市立小中学校の教務主任、校務主任、保健主事、司書教諭、生徒指導

主事及び進路指導主事に別紙の者を任命する。令和８年４月１日提出。清須

市教育委員会教育長、天埜幸治。 
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天埜教育長 

提案理由です。令和８年４月１日付け教職員人事異動に伴い、清須市立小

中学校管理規則第１９条第３項及び第２２条第１項の規定により、清須市立

小中学校の教務主任、校務主任、保健主事、司書教諭、生徒指導主事及び進

路指導主事を任命するために必要があるからです。 

一枚おめくりください。教務主任等の発令者一覧となります。 

県費負担教職員の人事異動等により教務主任をはじめとした各役職を任

命したものでございます。一覧表右側が昨年度、中側が今年度の任命者とな

っております。 

令和８年度、新たな体制で清須市立小中学校における学校運営を担当して

いただきますので、ご承認をよろしくお願いいたします。 

  

ありがとうございました。 
これより、質疑を行います。質疑はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これより、採決をします。同意第１１号「清須市立小中学校教務主任等の

任命について」は、原案のとおり同意することに、賛成の委員の挙手を求め

ます。 

［全員挙手］ 

ありがとうございます。挙手全員です。従って、同意第１１号「清須市立

小中学校教務主任等の任命について」は、原案のとおり同意されました。 

この後、辞令を各校に届けたいと思います。 

 

日程第５ 同意第１２号 清須市学校運営協議会委員の委嘱、又は任命について 

 

天埜教育長 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日程第５、同意第１２号「清須市学校運営協議会委員の委嘱、又は任命に

ついて」を議題とします。 

事務局より、議案の説明をお願いします。 

（学校教育課長 挙手） 

 学校教育課長。 

 

はい。学校教育課長の瀬尾です。 

同意第１２号、清須市学校運営協議会委員の委嘱、又は任命について。 

清須市学校運営協議会委員に別紙の者を委嘱、又は任命する。 

令和８年４月１日提出。清須市教育委員会教育長、天埜幸治。 

提案理由です。この案を提出するのは、清須市学校運営協議会規則第７条

の規定により、清須市学校運営協議会委員を委嘱又は任命するために必要が

あるからです。 

一枚おめくりください。学校運営協議会における新規委嘱者、新規任命者

等の一覧です。 

学校長から、推薦のあった者を委嘱又は任命したものとなります。学校運

営協議会委員の任期は、令和８年４月１日から１年間であります。 

学校運営について協議を行い必要に応じて、地域学校協働本部と協働しなが

ら、学校活動を円滑に行うことができるよう取り組みを進めていくものとな

りますので、ご承認をお願いします。 
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天埜教育長 ありがとうございました。 
これより、質疑を行います。質疑はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

これより、採決をします。同意第１２号「清須市学校運営協議会委員の委

嘱、又は任命について」は、原案のとおり同意することに、賛成の委員の挙

手を求めます。 

［全員挙手］ 

ありがとうございます。挙手全員です。従って、同意第１２号「清須市学

校運営協議会委員の委嘱、又は任命について」は、原案のとおり同意されま

した。 

 

日程第６ 同意第１３号 清須市学校給食センター学校給食献立委員会委員の選

任について 

               

天埜教育長 

 

 

 

 

 
学校給食センタ

ー管理事務所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

天埜教育長 

 日程第６、同意第１３号「清須市学校給食センター学校給食献立委員会委

員の選任について」を議題とします。 

事務局より、議案の説明をお願いします。 

（学校給食センター管理事務所長 挙手） 

 学校給食センター管理事務所長。 

 

学校給食センター管理事務所長、齋藤です。 

同意第１３号、清須市学校給食センター学校給食献立委員会委員の選任に

ついて。清須市学校給食センター学校給食献立委員会委員に別紙の者を選任

する。令和８年４月１日提出。清須市教育委員会教育長、天埜幸治。 

提案理由です。この案を提出するのは、清須市学校給食センター学校給食

献立委員会規程第４条の規定により、清須市学校給食センター学校給食献立

委員会委員を選任するために必要があるからです。 

１枚めくっていただきますと、清須市学校給食センター学校給食献立委員

会の委員名簿となります。 

清須市立小学校及び中学校の給食主任、西枇杷島第１幼稚園長、栄養教諭

及び給食センターの学校栄養士、計１７人について、本日付けで教育委員会

が選任するものです。 

任期は、令和８年度の 1年間です。 

なお、本委員会は、毎月１回招集され、翌々月の献立の審議、給食提供に

影響のある学校行事の確認等を行います。 

 説明は以上です。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。 
これより、質疑を行います。質疑はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これより、採決をします。同意第１３号「清須市学校給食センター学校給

食献立委員会委員の選任について」は、原案のとおり同意することに、賛成

の委員の挙手を求めます。 

［全員挙手］ 
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ありがとうございます。挙手全員です。従って、同意第１３号「清須市学

校給食センター学校給食献立委員会委員の選任について」は、原案のとおり

同意されました。 

 

日程第７ 同意第１４号 清須市学校給食センター給食用物資選定委員会委員の 

             選任について 

 

天埜教育長 

 

 

 

 

 
学校給食センタ

ー管理事務所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

天埜教育長 

 日程第７、同意第１４号「清須市学校給食センター給食用物資選定委員

会委員の選任について」を議題とします。 

事務局より、議案の説明をお願いします。 

（学校給食センター管理事務所長 挙手） 

 学校給食センター管理事務所長。 

 

学校給食センター管理事務所長、齋藤です。 

同意第１４号、清須市学校給食センター給食用物資選定委員会委員の選

任について。清須市学校給食センター給食用物資選定委員会委員に別紙の

者を選任する。令和８年４月１日提出。清須市教育委員会教育長、天埜幸

治。 

提案理由です。この案を提出するのは、清須市学校給食センター給食用

物資選定委員会設置規程第３条の規定により、清須市学校給食センター給

食用物資選定委員会委員を選任するために必要があるからです。 

１枚めくっていただきまして、令和８年度清須市学校給食センター給食

用物資選定委員会の委員名簿でございます。 

教育部長、健康福祉部長、学校教育課長、児童保育課長、保育長、校長

の代表として新川小学校長、西枇杷島第１幼稚園長、保育園長の代表とし

て星の宮保育園長、事務局兼任で学校給食センター管理事務所長、栄養教

諭、市の栄養士の計１３人について、本日付けで教育委員会が選任するも

のです。 

任期は、令和８年度の 1年間でございます。 

また、本委員会に学校給食部会と幼稚園・保育園給食部会を置き、部会

委員は、「給食用物資選定委員会設置規程」第７条第２項の定めにより、委

員長が指名する委員を持って構成し、毎月１回、翌月の献立にかかる物資

を選定します。なお、部会委員は、各学校の教頭、給食主任、幼稚園長、

各保育園の園長を予定しており、輪番により出席していただき、物資の選

定を行っていただきます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。 
これより、質疑を行います。質疑はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これより、採決をします。同意第１４号「清須市学校給食センター給食

用物資選定委員会委員の選任について」は、原案のとおり同意することに、

賛成の委員の挙手を求めます。 

［全員挙手］ 
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ありがとうございます。挙手全員です。従って、同意第１４号「清須市

学校給食センター給食用物資選定委員会委員の選任について」は、原案の

とおり同意されました。 

 

日程第８ 議案第１６号 清須市立図書館管理規則の一部を改正する規則案 

 

天埜教育長 

 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天埜教育長 

 

 

 

太田委員 

 

天埜教育長 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

太田委員 

 

生涯学習課長 

 

 日程第８、議案第１６号「清須市立図書館管理規則の一部を改正する規

則案」を議題とします。 

事務局より、議案の説明をお願いします。 

（生涯学習課長 挙手） 

 生涯学習課長。 

 

はい。生涯学習課長の柴垣です。 

議案第１６号、清須市立図書館管理規則の一部を改正する規則案。上記

の議案を提出する。令和８年４月１日提出。清須市教育委員会教育長、天

埜幸治。 

提案理由です。この案を提出するのは、開庁時間の変更に伴い、清須市

役所サービスポイントの利用時間が変更となるため、「利用時間」記載につ

いて、変更する必要があるからです。 

１枚おめくりいただきますと改正文となります。主な内容は、市役所の

サービスポイントの利用時間を開庁時間と合わせるための改正と、第１号

様式中の記載内容を変更するものとなります。もう２枚おめくりいただき

ますと様式の新旧対照となります。太枠の下、カード作成時の本人確認時

の提示書類を様式から削除するものです。これは、今までのとおり提示書

類を個別に列記する場合、変更が生じるごとに改正が必要となることから、

様式上から、削除することとしたものです。 

なお、この規則は、市役所西館供用開始となる令和８年５月７日から施行

します。ご承認をお願いします。以上です。 

 

ありがとうございました。 
これより、質疑を行います。質疑はございますでしょうか。はい、太田

委員。 

 

サービスポイントについて、少し教えていただきたいです。 

 

事務局、お願いします。 

 

はい。生涯学習課長の柴垣です。 

図書館の本の貸し出し関係を、市役所と、にしびさわやかプラザ、こち

らの方で貸し出しができるようになっています。サービスポイントの説明

については以上です。 

 

市民に対するお知らせはどのようにしていますか。 

 

広報とホームページで周知しています。 
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太田委員 

 

天埜教育長 

 

 分かりました。ありがとうございます。 

 

ありがとうございました。 
これにて、質疑を終わります。 

これより、討論を行います。討論はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これより、採決をします。議案第１６号「清須市立図書館管理規則の一

部を改正する規則案」は、原案のとおり決定することに、賛成の委員の挙

手を求めます。 

［全員挙手］ 

ありがとうございます。挙手全員です。従って、議案第１６号「清須市

立図書館管理規則の一部を改正する規則案」は、原案のとおり可決されま

した。 

 

〇 閉会    

 

天埜教育長 

 

以上で、本日の日程は、全て終了いたしました。 

これで、令和８年度第１回清須市教育委員会定例会を閉会といたします。 

  

 閉会 午前１１時４０分 

 

 

 

   会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためここに署名する。 

 

 

                   教 育 長  天 埜 幸 治 

 

 

署名委員  後 藤 小百合 

  

 

署名委員  太 田 光 則  


